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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右方向に所定間隔あけて立設した複数の支柱と、隣接し合う支柱同士の間に渡って設
けられた面部を有する仕切り部材と、隣接し合う支柱同士の間が開放された出入口部を開
閉する引き戸装置と、を備えた仕切り装置であって、
　前記引き戸装置は、前記出入口部を閉塞可能な大きさの引き戸と、前記引き戸が左右方
向に移動する際に少なくとも前記引き戸の下部を案内する案内部材と、を備え、
　前記仕切り部材は、前記面部を囲う枠体を備え、前記案内部材は、前記枠体の下枠部材
に直接取り付けられることを特徴とする仕切り装置。
【請求項２】
　前記案内部材は、左右方向に延びる下部レールであり、前記下部レールは、左右方向の
複数箇所で前記下枠部材に取付けられていることを特徴とする請求項１に記載の仕切り装
置。
【請求項３】
　前記面部は、前後に連通する連通部を複数備えた格子状部材であり、前記案内部材は、
前記連通部に挿通可能な前後に延びる突起部を備え、該突起部は該連通部に挿通された状
態で前記下枠部材に係止されることを特徴とする請求項１または２に記載の仕切り装置。
【請求項４】
　前記突起部は、その外周面に雄ネジ部が形成されており、前記案内部材は、前記雄ネジ
部に螺合する螺合部材を備え、前記突起部と前記螺合部材との締め付けにより前記格子状
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部材を前後から挟み込むことにより取付けられることを特徴とする請求項３に記載の仕切
り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の空間を仕切り、該仕切られた空間内への人の立ち入りを防ぐようにす
る仕切り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工場やサーバールーム等において、安全の観点から人の立ち入りを防ぐために、床面か
ら立設する複数の支柱と、隣接する支柱同士の間に配設される仕切り部材と、を連設して
所定のスペースを区切る仕切り装置が用いられている。
【０００３】
　このような仕切り装置として、特許文献１に示すようなものがある。この仕切り装置は
、複数の支柱間に網状体のパネル（仕切り部材）を配置して側壁を形成し、その側壁の連
設によって区切られた空間内にアクセスするための開口部（出入口部）を設け、この開口
部を開閉する引き戸装置が設けられている。この引き戸装置は、支柱の上端側に設けられ
左右方向に延びるレールと、レールにスライド可能に吊支される引き戸と、引き戸の下方
側を案内する案内部材と、を備えており、引き戸はレール及び案内部材に案内されながら
移動させられて開口部を開閉するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２２６００１号公報（第３頁、第４図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の仕切り装置にあっては、案内部材が隣接し合う支柱同士の
間に渡って架設されるように案内部材の両端部が支柱にそれぞれ固定されているため、支
柱同士の離間幅によって案内部材の左右寸法が決定されることとなり、支柱同士の離間幅
よりも左右方向の寸法が短い案内部材でもよい場合にも長い案内部材を使用することが生
じる等、引き戸装置の設計自由度が低いという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、引き戸装置の設計自由度が高
い仕切り装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の仕切り装置は、
　左右方向に所定間隔あけて立設した複数の支柱と、隣接し合う支柱同士の間に渡って設
けられた面部を有する仕切り部材と、隣接し合う支柱同士の間が開放された出入口部を開
閉する引き戸装置と、を備えた仕切り装置であって、
　前記引き戸装置は、前記出入口部を閉塞可能な大きさの引き戸と、前記引き戸が左右方
向に移動する際に少なくとも前記引き戸の下部を案内する案内部材と、を備え、
　前記仕切り部材は、前記面部を囲う枠体を備え、前記案内部材は、前記枠体の下枠部材
に直接取り付けられることを特徴としている。
　この特徴によれば、案内部材は、仕切り部材に直接取り付けられることから、支柱同士
の離間幅に関わらず、支柱同士の離間幅よりも左右方向の寸法が短い案内部材であっても
、仕切り部材に取り付けることができるため、引き戸装置の設計自由度が高い。
【０００８】
　前記案内部材は、左右方向に延びる下部レールであり、前記下部レールは、左右方向の



(3) JP 6521684 B2 2019.5.29

10

20

30

40

50

複数箇所で前記下枠部材に取付けられていることを特徴としている。
　この特徴によれば、仕切り部材に対して左右方向の複数箇所で安定的に取付けられた下
部レールに沿って、引き戸をスムーズに移動させることができる。
【０００９】
　前記仕切り部材は、前記面部を囲う枠体を備え、前記案内部材は、前記枠体の下枠部材
に取り付けられていることを特徴としている。
　この特徴によれば、枠体は強度が高いためその下枠部材に案内部材を安定して取り付け
ることができる。
【００１０】
　前記面部は、前後に連通する連通部を複数備えた格子状部材であり、前記案内部材は、
前記連通部に挿通可能な前後に延びる突起部を備え、該突起部は該連通部に挿通された状
態で前記下枠部材に係止されることを特徴としている。
　この特徴によれば、格子状部材における複数の連通部を選択して突起部を挿入し、突起
部を枠体の下枠部材に係止させることにより、下枠部材に対して案内部材の重量を預ける
ことができるため、案内部材を安定して取り付けることができる。
【００１１】
　前記突起部は、その外周面に雄ネジ部が形成されており、前記案内部材は、前記雄ネジ
部に螺合する螺合部材を備え、前記突起部と前記螺合部材との締め付けにより前記格子状
部材を前後から挟み込むことにより取付けられることを特徴としている。
　この特徴によれば、案内部材と螺合部材との締め付けにより格子状部材を前後から挟み
込むため、仕切り部材に対して案内部材を強固に取付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例における仕切り装置の構造を示す斜視図である。
【図２】仕切り装置の構造を示す分解斜視図である。
【図３】補助部材の構造を示す側断面図である。
【図４】案内レールの取付態様を示す分解斜視図である。
【図５】案内レールが取付けられた状態を示す側断面図である。
【図６】案内レールの変形例を示す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に係る仕切り装置を実施するための形態を実施例に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１４】
　実施例に係る仕切り装置につき、図１から図６を参照して説明する。以下、図５の画面
左側を仕切り装置の正面側（前方側）とし仕切り装置の正面側から見て左右側を仕切り装
置の左右側として説明する。
【００１５】
　図１に示されるように、本実施例の仕切り装置１は、工場やサーバールーム等において
、安全の観点から人の立ち入りを防ぐために、機械周辺やサーバ周辺を区画するものであ
る。この仕切り装置１は、床面から立設する複数の支柱２，２，…と、隣接する支柱２，
２，…同士の間に渡って配設される仕切り部材３，３，…と、隣接する支柱２，２間に仕
切り部材３が設けられず開放された出入口部４を開閉する引き戸装置５と、から主に構成
されている。尚、ここでは、工場内等の部屋を構成する図示しない左右の壁面間に渡って
延びる仕切り装置１を例に取り説明しているが、部屋内に独立して無端状に配置される仕
切り装置１により、所定の空間を区画するようになっていてもよい。
【００１６】
　図２に示されるように、支柱２は、金属製であり、押出形成により中空形状に形成され
ており、支柱２の上端部は上方に開口する開口部２ａとなっている。また、支柱２は、そ
の下端開口部に挿通される差し込み部（図示せず）を備えた脚部２ｂにより床面に立設し
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ており、この脚部２ｂがアンカーボルトへのナットの固定等により床面に固定されている
。
【００１７】
　図１及び図２に示されるように、仕切り部材３は、支柱２，２間を仕切る面部としての
格子状部材３１と、格子状部材３１の上下左右の辺を囲う枠体３２と、から成る。枠体３
２は、上部枠部材３３、下部枠部材３４、及び左右の側部枠部材３５，３５から成り、こ
れら各枠部材は、断面視略コ字形状を成している（図５参照）。
【００１８】
　格子状部材３１は、上下に延びる複数の線材３１１，３１１，…と、左右に延びる複数
の線材３１２，３１２，…と、を備え、図５に示されるように、各線材３１１，３１１，
…及び線材３１２，３１２，…は、上部枠部材３３、下部枠部材３４、及び左右の側部枠
部材３５，３５の各前片（下部枠部材３４の前片３４ａ、及び左側の側部枠部材３５の前
片３５ｂのみ図示）の後面側に固着されている。
【００１９】
　また、線材３１１，３１１，…及び線材３１２，３１２，…間には、前後に連通する複
数の連通部３１３，３１３，…が形成されており、連通部３１３，３１３，…を介して仕
切り装置１で区切られた所定の空間内の様子を確認できるようになっている。また、面部
が線材３１１，３１１，…及び線材３１２，３１２，…により形成される格子状部材３１
であることから、仕切り部材３を軽量化することができる。さらに、格子状部材３１は、
枠体３２により補強されているため、仕切り部材３の面形状を保持することができる。
【００２０】
　図１及び図２に示されるように、引き戸装置５は、出入口部４を閉塞可能な大きさの引
き戸６と、引き戸６をスライド可能に吊支する左右方向に延びる上部レール７と、引き戸
６が左右方向に移動する際に少なくとも引き戸６の下端部を案内する案内レール８（案内
部材）と、引き戸６により出入口部４を閉めた際に引き戸６の端面が当接する上下方向に
延びる戸当たり部材９と、を主に備えている。
【００２１】
　引き戸６は、仕切り部材３’の上部枠部材３３’の上面に上部レール７により案内され
る走行部材１０，１０が左右方向に離間して配設され、且つ、仕切り部材３’の下部枠部
材３４’の下面に案内レール８により案内される水平方向に回転可能な被案内部材１２が
設けられたものであり、これら上部レール７及び案内レール８により案内されて左右方向
に安定してスライド移動することが可能となっている。図３に示されるように、被案内部
材１２は、引き戸６の下端に固定され下方側に延びる軸１２ａと、軸１２ａ周りに回動す
るローラ１２ｂと、から成り、ローラ１２ｂが後述するレール部材８１の前後片間に配置
され、該前後片に沿ってローラ１２ｂが案内されることによりスライド移動時における引
き戸６の下端部の前後の揺れを規制している。
【００２２】
　また、図１及び図２に示されるように、戸当たり部材９は、引き戸６が出入口部４を閉
塞する方向に移動する側にある支柱２の前方側にずれて配置されており、支柱２に対して
固定されている。また、引き戸６は、戸当たり部材９側の側部枠部材３５’に鍵付取手１
６が設けられており、鍵付取手１６の操作により側部枠部材３５内から戸当たり部材９側
に倒れ込む図示しない係合鉤部と、戸当たり部材９の側部枠部材３５側の面に設けられた
係合凹部と、の係合により引き戸６がスライド移動しないように鍵をかけることができる
ようになっている。
【００２３】
　図２に示されるように、上部レール７は、引き戸６を吊支する左右方向に延びるレール
部７１と、その左右方向の左側と中央部に離間して２箇所に設けられる挿入部７２２，７
２２と、その左右方向の右側に設けられる固定部７３と、を備えており、挿入部７２２，
７２２は、支柱２の開口部２ａに挿入され、固定部７３は、戸当たり部材９の上端に固定
されるようになっている。また、戸当たり部材９が固定される支柱２（上部レール７の取
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付けに使用しない支柱）には、その開口部２ａを閉塞するキャップ１５が取付けられてお
り、開口部２ａ内から塵埃が入り込まないようになっている。
【００２４】
　また、図２及び図３に示されるように、上部レール７の設置に用いられる３本の支柱２
，２，２のうち、中央の支柱２には、引き戸６のスライド移動を補助する補助部材１３が
取付けられている。この補助部材１３は、引き戸６における下部枠部材３４’の後片３４
ｂ’を前後に挟み込む凹部１３ａと、中央の支柱２に固定ボルト１４により固定される基
部１３ｂと、を備えており、スライド移動時における引き戸６の下端部の前後の揺れを補
助的に規制している。また、補助部材１３は、案内レール８よりも戸当たり部材９側に配
設されており、引き戸６の被案内部材１２におけるローラ１２ｂが、引き戸６のスライド
移動時に案内レール８のレール部材８１の前後片間に配置されるように案内している。引
き戸６は左右に離間したローラ１２ｂと補助部材１３とによってガイドされるため、引き
戸６の開閉を円滑に行うことができる。
【００２５】
　図４及び図５に示されるように、案内レール８は、仕切り部材３の下部枠部材３４の左
右幅よりも若干短い左右幅を有する断面視コ字形状のレール部材８１と、レール部材８１
を保持する保持部材８２，８２と、保持部材８２，８２を仕切り部材３に連結する角根ボ
ルト８３，８３（突起部）と、ナット８４，８４（螺合部材）と、からなり、保持部材８
２，８２が角根ボルト８３，８３及びナット８４，８４により仕切り部材３の下部枠部材
３４に取付けられている。
【００２６】
　このように、案内レール８は、仕切り部材３に直接取り付けられることから、支柱２，
２同士の離間幅に左右されず、例えば、支柱２，２同士の離間幅よりも左右方向の寸法が
短いレール部材８１であっても適用することができる。そのため、引き戸６のスライド移
動に必要な長さの案内レール８を利用することができ、引き戸装置５の設計自由度が高い
。
【００２７】
　図５に示されるように、保持部材８２，８２は、レール部材８１の左右方向に所定間隔
離間して固着されている。保持部材８２は、水平片８２ａ及び垂直片８２ｂを備えており
、水平片８２ａ上にレール部材８１が配設されている。また、垂直片８２ｂには、前後に
貫通する貫通孔８２ｃが形成されているとともに、垂直片８２ｂの上端部には、後方側に
張り出す突出部８２ｄが左右方向に延びて形成されている。この突出部８２ｄの前後の厚
みは、下部枠部材３４の前片３４ａの前後の板厚と略同等となっている。
【００２８】
　また、図５に示されるように、保持部材８２，８２の垂直片８２ｂ，８２ｂの後面が下
部枠部材３４の前片３４ａの前面に当接した状態で貫通孔８２ｃ，８２ｃに角根ボルト８
３，８３が挿入されており、その角根ボルト８３，８３が格子状部材３１の連通部３１３
，３１３にそれぞれ貫通されて、その角根ボルト８３，８３にナット８４，８４が螺合・
緊締されている。これにより、線材３１１，３１１が、垂直片８２ｂ，８２ｂとナット８
４，８４とにより前後から挟まれ、案内レール８が下部枠部材３４に強固に取付けられて
いる。
【００２９】
　このように、強度の高い下部枠部材３４に対して、保持部材８２，８２、角根ボルト８
３，８３、及びナット８４，８４を用いて左右方向の複数箇所で安定的に取り付けた案内
レール８（レール部材８１）に沿って、引き戸６をスムーズにスライド移動させることが
できる。
【００３０】
　また、案内レール８が下部枠部材３４に取付けられた状態において、角根ボルト８３，
８３の角根部８３ａ，８３ａは、下部枠部材３４の前片３４ａ上面に載置されている。こ
れによれば、強度の高い下部枠部材３４に対して案内レール８の重量を預けることができ
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るため、案内レール８が下部枠部材３４に取付けられた状態が安定するとともに、案内レ
ール８の重量を預けた状態でナット８４，８４の締め付け作業を行うことができるため、
案内レール８の取付け作業が容易である。
【００３１】
　また、保持部材８２の突出部８２ｄは、隣接する線材３１１，３１１に渡って当接する
ようになっており、突出部８２ｄが垂直片８２ｂと線材３１１，３１１との間にスペーサ
として配置されるようになっているため、角根ボルト８３とナット８４との締め付け力に
より、保持部材８２の上端部が後方側に倒れることが防がれ、案内レール８のレール部材
８１の前後片が垂直となるように下部枠部材３４に対して取付けられた状態（適正な状態
）とすることができる。
【００３２】
　尚、本実施例では、垂直片８２ｂ，８２ｂとナット８４，８４とにより線材３１１，３
１１を前後から挟む態様について説明したが、例えば、下部枠部材３４の前片３４ａを垂
直片８２ｂ，８２ｂとナット８４，８４とにより前後から挟むようにしてもよい。
【００３３】
　さらに尚、レール部材の取付態様の変形例として次のようなものもある。図６に示され
るように、保持部材８２’は、垂直片８２ｂ’の上端からさらに水平に折れ曲がる屈曲部
８２ｅと、屈曲部８２ｅの後端から立ち上がる鉤状部８２ｆと、を備えている。鉤状部８
２ｆは、下部枠部材３４の後片３４ｂに係止されているとともに、屈曲部８２ｅは、下部
枠部材３４の底片３４ｃに対してボルト・ナット１７により固定されている。このように
、レール部材の取付態様は、前後から仕切り部材３を挟み込むことに限らない。
【００３４】
　また、レール部材８１の取付態様は、上記実施例に限られず、例えば、保持部材８２，
８２に鉤状の突起部を設け、格子状部材３１における左右に延びる複数の線材３１２，３
１２，…に前記突起部を引っ掛けることにより取付けてもよく、この場合、容易にレール
部材８１を設置できるとともに、レール部材８１の高さ位置を変更できる。さらに、レー
ル部材８１の左右寸法を短くすれば、レール部材８１の左右の位置も変更できる。また、
仕切り部材３の面部は、化粧板等のパネルでもよく、このパネルの所定位置にレール部材
８１をビス等で固定してもよい。
【００３５】
　また、案内部材は、引き戸６の下端面から下方に突出する凸条に凹凸嵌合する凹溝を有
するレール部材等であってもよい。また、案内部材は、左右方向に所定間隔離間して仕切
り部材３に複数配置されるものでもよく、必ずしも左右方向に延びるレール状のものに限
られないが、左右方向に分断されることなく連続して延びるレール部材の方が引き戸６の
左右方向へのスライド移動を安定して案内できるため、より好ましい。
【００３６】
　以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限
られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発
明に含まれる。
【００３７】
　例えば、前記実施例では、引き戸６が支柱２，２，…よりも前方側にずれて取付けられ
ている態様について説明したが、引き戸６は支柱２，２，…よりも後方側にずれて取付け
られていてもよい。
【００３８】
　また、上部レール７の構成を省略して、案内レール８のみで引き戸６の重量を支持して
、引き戸６をスライド可能にするものであっても構わない。
【符号の説明】
【００３９】
１　　　　　　　　仕切り装置
２　　　　　　　　支柱



(7) JP 6521684 B2 2019.5.29

10

20

３　　　　　　　　仕切り部材
４　　　　　　　　出入口部
５　　　　　　　　引き戸装置
６　　　　　　　　引き戸
７　　　　　　　　上部レール
８　　　　　　　　案内レール（案内部材）
１２　　　　　　　被案内部材
１３　　　　　　　補助部材
３１　　　　　　　格子状部材
３２　　　　　　　枠体
３３　　　　　　　上部枠部材
３４　　　　　　　下部枠部材
３５　　　　　　　側部枠部材
８１　　　　　　　レール部材
８２　　　　　　　保持部材
８３　　　　　　　角根ボルト（突起部）
８４　　　　　　　ナット（螺合部材）
３１１　　　　　　縦の線材
３１２　　　　　　横の線材
３１３　　　　　　連通部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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